




















【資料３】 

 

 

指定取消事業所の概要について 

 

 

「主な指定取消等の概要」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【サービスに関する事項（人員基準違反、運営基準違反等）】
76 77 78 89 95

82 85 86 87

○サービス提供責任者、管理者の不在又は不足。 75 78 92 95

　 ○サービス提供責任者に勤務実態がなかった。 77

○移送時間と訪問介護時間を故意にすり替えた虚偽の実施記録に
より、介護給付費を不正に請求、受領した。

75

○人員の配置基準を満たしていないにもかかわらず、施設サービ
ス費、基本食事サービス費を不正に介護給付費を請求した。

80 87 91 92

○サービス提供等の記録の不備。 75 77 80 92

○居宅介護支援事業所の管理者兼介護支援専門員に対し、当該支
援事業所の利用者に当事業所のサービスを利用させることの見返
りとして金銭を供与した。

76

○利用者負担の受領がなかった。 77 95

○介護支援専門員の資格を持たない者に当該業務を行わせてい
た。

80

○代理店等と称して指定事業所外で福祉用具貸与事業を行う第三
者が指定を受けないで福祉用具貸与を行っていた。

85

○ケアプラン作成等に関しての再三の指導にもかかわらず、適正
な業務が行われなかった。

90

○介護保険給付の対象とならない行為を介護給付として不正に請
求、受領した。

75 91

○同一の訪問介護員が複数の利用者に同一時間にサービスを提供
したとして介護給付費を二重に不正請求、受領した。

75

○定員を超えて指定短期入所生活介護を提供し、必要な減算をせ
ずに、介護給付費を不正に請求、受領した。

81

○介護支援事業所の介護支援専門員に不適正なケアプランを作成
させ、それに基づき不適正な指定居宅サービスを提供した。

90

○限度額を超えた利用について、別の者にサービスを提供したと
して介護給付費を不正に請求していた。

92

75 76 80 82 86

87 89 92

【給付費請求に関する事項（架空請求、過剰請求等）】
75 77 78 79 81 82

86 91 92 94 95

○訪問介護員などの資格を有しない者に訪問介護サービス等を提
供させ、介護給付費を不正に請求、受領した。

76 88 92

　 ○訪問介護の回数を水増しして限度額一杯の介護報酬を請求し
た。

95

○居宅介護支援において無資格者によるサービス提供が行われて
いる訪問介護事業の介護報酬不正請求に荷担する給付管理を行
い、介護給付費を不正に請求、受領した。

88

【その他】

○施設の賃貸料未払いのため、施設の賃貸契約を解除され、さら
に全従業員が退職。

84

○暴言や粗暴な行動を繰り返し、痴呆対応型共同生活介護計画に
基づいた利用者の人格を尊重した、利用者の立場に立った適切な
介護サービスを提供していなかった。

83

○代理店・取次店、統括外務員、外務員等と称して福祉用具の貸
付を行う第三者を募集し、所要の契約行為を行っていた。

85

○訪問介護等介護サービス等を行っていないにもかかわらず、介
護給付費を不正に請求、受領した。

指定取消の主な事例

本文ページ

○指定申請に際し、サービス提供責任者、管理者などについて虚
偽の申請書を提出した。

○指導監査において虚偽の答弁、虚偽の報告、帳簿書類の提出拒
否、質問に対する答弁の忌避による検査妨害があった。



指定取消等の概要

（東京都）

区分 内容

介護サービスの種類 訪問介護

開設者名 株式会社 ソーシャルサービストミーズ
主たる事務所の所在地 東京都墨田区
代表者の職氏名 代表取締役 富岡 起一

１．訪問介護員と車椅子送迎業務委託契約による営業、サー不祥事の概要
ビス提供責任者の不足及びサービス提供の記録の不備等、
介護保険法に規定する指定居宅サービス等の事業の人員、
設備及び運営に関する基準に従った適正な運営がなされて
いない。

２．訪問介護を行っていないにもかかわらず、介護給付費を
不正に請求、受領した。

３．移送時間と訪問介護時間を故意にすり替えた虚偽の実施
記録により、介護給付費を不正に請求、受領した。

４．介護保険給付の対象とならない行為をもって、介護給付
費を不正に請求、受領した。

５．同一人の訪問介護員が、複数の利用者に同一時間にサー
ビスを提供したとして、介護給付費を二重に不正請求、受
領した。

６．移送時間を給付対象に含めることにより不正に請求、受
領していながら、移送時間は給付対象としていないとの虚
偽の答弁をした。

１．従業者の知識若しくは技能又は人員について、厚生労働取消事由
省令で定める基準又は員数を満たすことができないと認め（ ）介護保険法適用条項
られたため。

（ ）介護保険法第７７条第１項第１号

２．指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に
従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をすることが
できないと認められたため。

（ ）介護保険法第７７条第１項第２号

３．居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の請求に関
し不正が認められたため。

（ ）介護保険法第７７条第１項第３号

４．介護保険法に基づく質問に対して虚偽の答弁をしたと認
められたため。

（ ）介護保険法第７７条第１項第５号

指定取消年月日 平成１５年７月３１日

返還請求額（介護保険 約２，３４５万円（40/100の加算を含む ）。
法第２２条による）

※精査中



指定取消等の概要

（栃木県）

区分 内容

介護サービスの種類 訪問介護

開設者名 特定非営利活動法人 カンナの会
主たる事務所の所在地 栃木県河内郡河内町
代表者の職氏名 理事長 五月女 初枝

不祥事の概要 １．居宅介護支援事業所の管理者兼介護支援専門員に対
し、当該居宅介護支援事業所の利用者に当事業所のサ
ービスを利用させることの見返りとして金銭を供与し
た。

２．訪問介護員の資格を有しない者に訪問介護サービス
を提供させ、介護給付費を不正に請求、受領した。

３．県による実地指導の際、常勤ではないサービス提供
責任者が常勤であるように記載した勤務形態一覧表を
提出し、虚偽の報告を行った。

４．指定申請に際し、サービス提供責任者が常勤の勤務
ができないことを知りながら、常勤の職員として虚偽
の申請書を提出した。

取消事由 １．指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基
介護保険法適用条項 準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をす（ ）

ることができないと認められたため。
（ ）介護保険法第７７条第１項第２号

２．居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の請求
に関し不正が認められたため。

（ ）介護保険法第７７条第１項第３号

３．報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられて
虚偽の報告をしたと認められたため。

（ ）介護保険法第７７条第１項第４号

４．不正の手段により指定を受けたと認められたため。
（ ）介護保険法第７７条第１項第６号

指定取消年月日 平成１５年９月１２日

返還請求額（介護保険 約１２万円（40/100の加算を含む ）。
法第２２条による）



指定取消等の概要

（和歌山県）

区分 内容

介護サービスの種類 訪問介護

開設者名 有限会社 宝寿
主たる事務所の所在地 和歌山県和歌山市
代表者の職氏名 取締役 廣田 雅巳

不祥事の概要 １．サービス提供責任者に勤務実態がなく、また、訪問
介護計画が作成されていないなどサービス内容の管理
等が行われていなかった｡

２．利用者が負担すべき利用料の受領がなく､利用者等
に対する諸記録が整備されていなかった｡

３．架空のサービス提供や無資格者が行ったサービス提
供について介護給付費を不正に請求､受領した｡

４．常勤のサービス提供責任者として勤務が見込めない
、にもかかわらず､常勤の職員として虚偽の申請を行い

不正に訪問介護事業所の指定を受けた｡

取消事由 １．従業者の知識若しくは技能又は人員について、厚生
介護保険法適用条項 労働省令で定める基準又は員数を満たすことができな（ ）

いと認められたため。
（ ）介護保険法第７７条第１項第１号

２．指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基
準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をす
ることができないと認められたため。

（ ）介護保険法第７７条第１項第２号

３．居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の請求
に関し不正が認められたため。

（ ）介護保険法第７７条第１項第３号

４．不正の手段により指定を受けたと認められたため。
（ ）介護保険法第７７条第１項第６号

指定取消年月日 平成１５年１０月１５日

返還請求額（介護保険 約１，４８８万円（40/100の加算を含む ）。
法第２２条による）



指定取消等の概要

（鹿児島県）

区分 内容

介護サービスの種類 訪問看護事業

事業者の名称 有限会社　姶良介護福祉会

事業者の所在地 鹿児島県姶良郡

代表者の職・氏名 代表取締役　宮田真由美

事業所の名称 北あいら訪問看護ステーション

事業所の所在地 鹿児島県姶良郡

不祥事の概要

１ 　実際に勤務する予定のない者を管理者とした虚偽の指定申
請書を作成するという不正な手段により指定を受けた。
また実地指導において、勤務実態がないにもかかわらず勤務し
ていたような出勤簿等を作成するという虚偽の報告を行った。

２ 　訪問看護サービスを実態がないのに、架空の業務日報を作
成し、介護給付費を不正に請求･受領した。
また実地指導及び監査において、実態のない訪問看護サービ
スを提供した旨の虚偽の報告を行った。

３ 　平成１６年１月から常勤の管理者が不在であり、厚生労働省
令で定める人員基準を満たすことができないと認められた。

取消事由
【介護保険法適用条項】

１ 　事業所の人員について厚生労働省令で定める基準又は員数
を満たすことができなくなったため。
【法第７７条第１項第１号】

２ 　居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の請求に関し
て不正があったため。
【法第７７条第１項第３号】

３ 　報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従
わず、又は虚偽の報告をしたため。
【法第７７条第１項第４号】

４ 　不正の手段により指定を受けたため。
【法第７７条第１項第６号】

指定取消年月日 平成１６年５月１日

返還請求額（介護保険法第
２２条による）

未定



指定取消等の概要

（滋賀県）

区分 内容

介護サービスの種類 居宅療養管理指導

開設者名 医療法人 恵和会
主たる事務所の所在地 滋賀県大津市
代表者の職氏名 理事長 林 好朗

、不祥事の概要 併設の有料老人ホームの入居者のうち複数名について
指導、診察又は訪問診療を行わないにもかかわらず、介
護給付費を不正に請求、受領した。

取消事由 居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の請求に
介護保険法適用条項 関し不正が認められたため。（ ）

（ ）介護保険法第７７条第１項第３号

指定取消年月日 平成１５年６月２８日

返還請求額（介護保険 未定
法第２２条による）



指定取消等の概要

（福島県）

区分 内容

介護サービスの種類 居宅介護支援事業

事業者の名称 社会福祉法人　福島福祉会

事業者の所在地 福島県福島市

代表者の職・氏名 理事長　三瓶　賢一

事業所の名称 居宅介護支援センターグリーンライト

事業所の所在地 福島県福島市

不祥事の概要

１ 　利用者の９割について、居宅サービス原案を作成していな
かった。また作成していた１割についても、利用者宅を訪問せ
ず、利用者の解決すべき問題は把握されていなかった。

２ 　全ての利用者につき居宅訪問の記録がなく、月に１度の訪問
も確認できない。

３ 　介護支援専門員の資格を持たない従業員以外の者に、当該
業務を行わせていた。

４ 　厚生労働大臣が定める基準を満たしていないサービスにもか
かわらず、１００分の７０に減算して報酬を請求していなかった。

５ 　県の実地指導結果通知に対して、改善されたと虚偽の報告を
していた。

取消事由
【介護保険法適用条項】

１ 　人員について、厚生労働省令で定める員数を満たすことがで
きなくなったため。
【法第８４条第１項第１号】

２ 　居宅介護サービス計画費又は居宅支援サービス計画費の請
求に関して不正があったため。
【法第８４条第１項第４号】

３ 　報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従
わず、又は虚偽の報告をしたため。
【法第８４条第１項第５号】

指定取消年月日 平成１６年６月３０日

返還請求額（介護保険法第
２２条による）

現在、精査中である｡



指定取消等の概要

（鹿児島県）

区分 内容

介護サービスの種類 短期入所生活介護

開設者名 社会福祉法人 南陽会
主たる事務所の所在地 鹿児島県鹿児島市
代表者の職氏名 理事長 平山 道子

不祥事の概要 １．施設の隣接地に建物を整備し、当該建物に高齢者を
住まわせ、これら高齢者の介護費用を指定短期入所生
活介護として、介護給付費を不正に請求、受領した。

２．県や鹿児島市に無断で増築したスペース等を使用し
て定員を超えて指定短期入所生活介護を提供し、必要

、 、 。な減算をせずに 介護給付費を不正に請求 受領した

取消事由 居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の請求に
介護保険法適用条項 関し不正が認められたため。（ ）

（ ）介護保険法第７７条第１項第３号

指定取消年月日 平成１６年３月１日

返還請求額（介護保険 未定
法第２２条による）



指定取消等の概要
（群馬県）

区分 内容

介護サービスの種類 痴呆対応型共同生活介護

開設者名 有限会社 東陽
主たる事務所の所在地 群馬県高崎市（事業所の所在地は安中市）
代表者の職氏名 代表取締役 柳島玲子

不祥事の概要 １ 一部入所者について、介護サービスを提供していないにもか
かわらず、不正に居宅介護サービス費を請求した。

２ 介護記録について群馬県の提出の求めに応じず、また、帳簿
書類について虚偽の報告があった。

３ 職員の勤務実態及び入所者の入居状況について虚偽の答弁を
行った。

４ 管理者及び計画作成担当者が勤務できないことを知りながら
架空の配置をし事業所指定申請を行い、不正の手段により事業
所の指定を受けた。

取消事由 １ 介護報酬の請求に関し不正が認められること。
（介護保険法適用条項） （介護保険法第７７条第１項第３号）

２ 書類の提出の求めに従わず、また、虚偽の報告をした。
（介護保険法第７７条第１項第４号）

３ 職員の勤務実態及び入所者の入居状況について虚偽の答弁を
行った （介護保険法第７７条第１項第５号）。

４ 不正の手段により指定を受けた。
（介護保険法第７７条第１項第６号）

指定取消年月日 平成１４年２月２８日

返還請求額（介護保険法第 約３３６万円（40/100の加算を含む ）。
２２条による）



指定取消等の概要

（佐賀県）

区分 内容

介護サービスの種類 痴呆対応型共同生活介護

開設者名 有限会社 生活介護とリハビリ研究所
主たる事務所の所在地 佐賀県鳥栖市
代表者の職氏名 取締役 吉村 和夫

不祥事の概要 暴言や粗暴な行動を繰り返し、痴呆対応型共同生活介
護計画に基づいた利用者の人格を尊重した、利用者の立
場に立った適切な介護サービスを提供していなかった。

取消事由 指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準
介護保険法適用条項 に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をするこ（ ）

とができないと認められたため。
（ ）介護保険法第７７条第１項第２号

指定取消年月日 平成１５年１２月３１日

返還請求額（介護保険 なし
法第２２条による）



指定取消等の概要

（大分県）

区分 内容

介護サービスの種類 特定施設入所者生活介護事業

事業者の名称 ヒューマン･ケアガイド株式会社

事業者の所在地 大分県大分市

代表者の職・氏名 代表取締役　高木幹夫

事業所の名称 グランドホーム古国府

事業所の所在地 大分県大分市

事業所の名称 グランドホーム坂の市

事業所の所在地 大分県大分市

不祥事の概要

１ 　施設の賃借料が３ヶ月以上未払いのヒューマン･ケアガイド
(株)に対して、従業員の給料や備品のリース料、食事費用等に
ついても立て替えていた施設所有者が施設賃貸契約を解除。
また、全従業員が退職。

２ 　なお、施設所有者等が退職した全従業員を雇用し、入所者に
対して介護サービスを提供。

取消事由
【介護保険法適用条項】

１ 　事業所の人員について厚生労働省令で定める基準又は員数
を満たすことができなくなったため。
【法第７７条第１項第１号】

２ 　指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に
従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をすることができ
なくなったため。
【法第７７条第１項第２号】

指定取消年月日 平成１６年５月１８日

返還請求額（介護保険法第
２２条による）

なし



指定取消等の概要
（京都府）

区分 内容

介護サービスの種類 福祉用具貸与

開設者名 株式会社 日本ケアシステム
主たる事務所の所在地 埼玉県飯能市
代表者の職氏名 代表取締役 道下 文昭

不祥事の概要 １．代理店・取次店、統括外務員、外務員等と称して指
定事業所外で福祉用具貸与事業を行う第三者が指定を
受けないで、いわゆる連鎖販売取引又は多層式販売方
法によって事業運営を行うこと、並びに指定居宅サー
ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に違反
して、同第三者をして福祉用具の貸与を行わしめるこ
ととしていた。

２．上記１．にいう形態で事業を運営し、代理店・取次
店、統括外務員、外務員等と称して福祉用具の貸与を
行う第三者を募集し、所要の契約行為を行っていた。

３．介護保険法第７０条第２項第３号に規定する欠格要
件に該当する事業所の運営を企図していたのに、これ
を告げない等により、専ら当該事業所において福祉用
具の貸与を行うかのように装い、介護保険法第４１条
第１項本文の指定に係る申請を行い不正に同項本文の
指定を受けていた。

取消事由 １．指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基
介護保険法適用条項 準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をす（ ）

ることができなくなったと認められたため。
（ ）介護保険法第７７条第１項第２号

２．不正の手段により指定を受けたと認められたため。
（ ）介護保険法第７７条第１項第６号

指定取消年月日 平成１４年 ８月２３日

返還請求額（介護保険 なし
法第２２条による）



指定取消等の概要

（宮崎県）

区分 内容

介護サービスの種類 福祉用具貸与

開設者名 有限会社 栄大企業
主たる事務所の所在地 宮崎県南那珂郡南郷町
代表者の職氏名 代表取締役 坂元 信子

不祥事の概要 １．当該事業所の管理者が、取次店と称する契約社員又
はパート職員について、管理業務を行っておらず、ま
た、取り扱っている福祉用具について、管理台帳の提
示がなかった。

２．一部の利用者について、福祉用具を貸与していない
にもかかわらず 介護給付費を不正に請求 受領した｡、 、

３．福祉用具貸与事業の指定申請に際して、働く意思の
ない者を福祉用具専門相談員として申請し、不正の手
段により指定を受けた｡また、このことに関する事情
聴取に対し、虚偽の報告及び答弁をした。

取消事由 １．指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基
介護保険法適用条項 準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をす（ ）

ることができないと認められたため。
（ ）介護保険法第７７条第１項第２号

２．居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の請求
に関し不正が認められたため。

（ ）介護保険法第７７条第１項第３号

． 、３ 報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられて
虚偽の報告をしたと認められたため。

（ ）介護保険法第７７条第１項第４号

４．質問に対して虚偽の答弁をしたと認められたため。
（ ）介護保険法第７７条第１項第５号

５．不正の手段により指定を受けたと認められたため。
（ ）介護保険法第７７条第１項第６号

指定取消年月日 平成１５年１０月１５日

返還請求額（介護保険 約３万円（40/100の加算を含む ）。
法第２２条による）



指定取消等の概要

（北海道）

区分 内容

介護サービスの種類 介護療養型医療施設

事業者の名称 医療法人　恵池会

事業者の所在地 北海道紋別郡遠軽町

代表者の職・氏名 理事長代行　池内温子

事業所の名称 医療法人恵池会遠軽中央病院

事業所の所在地 北海道紋別郡遠軽町

不祥事の概要

１ 　指定申請に当たり、医師及び薬剤師の必要員数を満たしてい
るかのような実態とは異なる指定申請書を作成し、指定を受け
た。

２ 　平成１３及び１４年に作成･提出された書面審査調書におい
て、事実と異なる職員配置表を用いた。

３ 　医師の配置基準を満たしていないにもかかわらず、施設サー
ビス費･基本食事サービス費及び療養環境減算の届出を行わ
ないで、平成１２年６月分から平成１５年１月分まで不正に介護
サービス費を請求した。

取消事由
【介護保険法適用条項】

１ 　施設介護サービス費の請求に関して不正があったため。
【法第１１４条第１項第４号】

２ 　報告又は診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命
ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたため。
【法第１１４条第１項第５号】

３ 　不正の手段により指定を受けたため。
【法第１１４条第１項第７号】

指定取消年月日 平成１６年５月１日

返還請求額（介護保険法第
２２条による）

約１億８４９万円（40/100の加算額を含まず。）



指定取消の概要
（富山県）

区分 内容

介護サービスの種類 訪問介護、居宅介護支援

開設者名 有限会社 ヘルパーステーション富山みなみ
主たる事務所の所在地 富山県富山市
代表者の職氏名 代表取締役 大久保 雅巳

不祥事の概要 １．訪問介護
訪問介護員の資格を有しない者に訪問介護サービス

、 、 。の提供を行わせ 介護給付費を不正に請求 受領した

２．居宅介護支援
指定日以降、無資格者によるサービス提供が行われ

ている訪問介護事業の介護報酬不正請求に荷担する給
付管理を行い、介護給付費を不正に請求、受領した。

取消事由 １．訪問介護
介護保険法適用条項 居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の請求（ ）

に関し不正が認められたため。
（ ）介護保険法第７７条第１項第３号

２．居宅介護支援
居宅介護サービス計画費又は居宅支援サービス計画

費の請求に関し不正が認められたため。
（ ）介護保険法第８４条第１項第４号

指定取消年月日 訪問介護 平成１５年 ２月２０日
居宅介護支援 平成１５年 ２月１０日

返還請求額（介護保険 約９７０万円（40/100の加算を含む）
法第２２条による）



指定取消等の概要

（大阪府）

区分 内容

介護サービスの種類 訪問看護事業、福祉用具貸与事業

事業者の名称 IDA株式会社

事業者の所在地 京都府京都市

代表者の職・氏名 代表取締役　杉原　朝子

事業所の名称 シルバー銀和株式会社在宅ケア事業部

事業所の所在地 大阪府吹田市

事業所の名称 シルバー銀和株式会社

事業所の所在地 大阪府吹田市

不祥事の概要

訪問介護事業、福祉用具貸与事業ともに

１ 　常勤専従勤務していない者を常勤専従勤務させているかのよ
うな内容虚偽の申請書類を提出し、不正に指定を受けた。

２ 　指定要件を満たしていないのに、指定要件を満たしているか
のように装い指定を受け、介護給付費を不正に請求した。

３ 　常勤専従勤務していない者を常勤専従勤務させているかのよ
うな内容虚偽の報告を行った。

４ 　監査の際に、帳簿書類の提出を拒否し、質問に対し明確な答
弁を避け、答弁内容の確認を避け、もって同検査を妨げた。

取消事由
【介護保険法適用条項】

訪問介護事業、福祉用具貸与事業ともに

１ 　事業所の人員について厚生労働省令で定める基準又は員数
を満たすことができなくなったため。
【法第７７条第１項第１号】

２ 　居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の請求に関し
て不正があったため。
【法第７７条第１項第３号】

３ 　報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従
わず、又は虚偽の報告をしたため。
【法第７７条第１項第４号】

４ 　出頭を求められてこれに応ぜず、質問に対して答弁せず若し
くは虚偽の答弁をし、または検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し
たため。
【法第７７条第１項第５号】

５ 　不正の手段により指定を受けたため。
【法第７７条第１項第６号】

指定取消年月日 平成１６年５月２７日

返還請求額（介護保険法第
２２条による）

訪問介護事業、福祉用具貸与事業

約２，７１３万円及び４０／１００の加算額



指定取消等の概要

（宮崎県）

区分 内容

介護サービスの種類 福祉用具貸与、居宅介護支援

開設者名 有限会社 ほほえみ福祉サービス
主たる事務所の所在地 宮崎県都城市
代表者の職氏名 代表取締役 新田 辰美

１．福祉用具貸与不祥事の概要
（１）当該福祉用具貸与事業所の管理者は、法人の代表者で
あり、当該法人が運営し、自らが管理者となっている居宅
介護支援事業所の介護支援専門員に不適正なケアプランを
作成させ、それに基づき不適正な指定居宅サービスを提供
した。

（２）不適正なケアプランに基づき行った必要性のない福祉
、 、 。用具貸与について 介護給付費を不正に請求 受領した

２．居宅介護支援
（１）アセスメントの実施やそれを踏まえてのケアプラン作

成等に関する再三にわたる指導にもかかわらず適正な業
務が行われなかった。また、管理者が所属の介護支援専
門員の為した職務について把握しておらず、適正な運営
が確保されていなかった。

（２）一連の指導を通じて指摘した当該法人の福祉用具を貸
与するだけの不適正なケアプランにより、介護給付費を
不正に請求、受領した。

１．福祉用具貸与取消事由
（１）指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準（ ）介護保険法適用条項

に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をするこ
とができないと認められたため。

（ ）介護保険法第７７条第１項第２号
（２）居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の請求に

関し不正が認められたため。
（ ）介護保険法第７７条第１項第３号

２．居宅介護支援
（１）指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って

適正な指定居宅介護支援の事業の運営をすることができ
ないと認められたため。

（ ）介護保険法第８４条第１項第２号
（２）居宅介護サービス計画費又は居宅支援サービス計画費

の請求に関し不正が認められたため。
（ ）介護保険法第８４条第１項第４号

平成１５年１１月１日指定取消年月日

約１７０万円（40/100の加算を含む ）返還請求額（介護保険 。
法第２２条による）

※精査中



指定取消等の概要

（岐阜県）

区分 内容

介護サービスの種類 訪問介護、通所介護、居宅介護支援

開設者名 株式会社 日本介護ホームセンター
主たる事務所の所在地 岐阜県岐阜市
代表者の職氏名 代表取締役 杉山 信子

不祥事の概要 １．訪問介護
認められていない同居家族に対する介護を実施し、

介護報酬を不正に請求、受領した。

２．通所介護
利用実績のない介護サービス費の不正な請求、看護

職員が不在にもかかわらず介護サービス費を減額せず
不正に請求、受領した。

３．居宅介護支援
常勤の介護支援専門員が不在のまま事業を継続し

た。又、認められていない同居家族に対する訪問介護
を内容とするケアプランを作成し居宅介護支援費を不
正に請求、受領した。

取消事由 １．訪問介護、通所介護
介護保険法適用条項 居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の請求（ ）

に関し不正が認められたため。
（ ）介護保険法第７７条第１項第３号

２．居宅介護支援
居宅介護サービス計画費又は居宅支援サービス計画費
の請求に関し不正が認められたため。

（ ）介護保険法第８４条第１項第４号

指定取消年月日 平成１４年１０月１１日

返還請求額（介護保険 約３,３０３万円（40/100の加算を含む）
法第２２条による）



指定取消等の概要

（福岡県）

区分 内容

介護サービスの種類 訪問介護、通所介護、居宅介護支援

開設者名 有限会社 アスペール
主たる事務所の所在地 福岡県北九州市
代表者の職氏名 代表取締役 磯部 輝子

１．訪問介護不祥事の概要
（１）管理者及びサービス提供責任者が不在であった。
（２）訪問介護計画を作成せず、または、計画に基づいた訪

問介護を行わず、介護保険対象外のサービス提供や、無
資格者によるサービス提供を繰り返した。

（ ） 、 。３ 以下の方法により介護給付費を不正に請求 受領した
ア 利用者が不在時や入院先でのサービス提供、その他
介護保険対象外のサービス提供を行っていた。

イ 無資格のヘルパーを派遣していた。
ウ 限度額を超えた利用については、別の者に対しサー
ビスを提供したことにしていた。

（ ） 、 、 、４ 実地指導の際 職員の質問に対し 虚偽の答弁を行い
虚偽の書類を提出した。

（５）勤務予定のない者を管理者兼サービス提供責任者とし
て虚偽の申請書を作成し、不正に指定を受けた。

２．通所介護
（１）管理者、生活相談員及び機能訓練指導員が不在であっ

た。
（２）通所介護計画を作成せず、または、計画に基づいたサ

ービスを提供せず、利用者に対し不適切な介護や利用者
同士が送迎を行うなどの実態があった。

（３）実際に通所介護を提供していない利用者について架空
の請求を行い報酬を受けたほか、定員を超過した際にサ
ービス提供日を書き換えることにより所要の減算を行わ
ず、また、サービス提供時間中の通院についてもサービ

、 、ス提供時間に含めるなどして 介護給付費を不正に請求
受領した。

（ ） 、 、 、４ 実地指導の際 職員の質問に対し 虚偽の答弁を行い
虚偽の書類を提出した。

（５）勤務予定のない者を管理者兼生活相談員及び機能訓練
指導員として虚偽の申請書を作成し、不正に指定を受け
た。

３．居宅介護支援
（１）以下のような適正な運営を行っていないにもかかわら

ず、介護給付費を不正に請求、受領した。
ア アセスメント、居宅サービス計画作成（担当者会議
を含む 、モニタリングを実施していない。。）

イ 過去の記録がない。
ウ 利用者への訪問を行っていない。
エ 管理者かつ唯一の介護支援専門員が、主として通所

、 、介護の介護業務 訪問介護のサービス提供責任者業務
及び両事業の管理業務を行っていた。
オ 訪問介護、通所介護等において行っていた不適切な
サービス内容等を知りながら、架空のケアプランを作
成するとともに虚偽の給付管理を行っていた。



（ ） 、 、 、２ 実地指導の際 職員の質問に対し 虚偽の答弁を行い
虚偽の書類を提出した。

１．訪問介護、通所介護取消事由
（１）従業者の知識若しくは技能又は人員について、厚生労（ ）介護保険法適用条項

働省令で定める基準又は員数を満たすことができないと
認められたため。

（介護保険法第７７条第１項第１号）
（２）指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準

に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をするこ
とができないと認められたため。

（介護保険法第７７条第１項第２号）
（３）居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の請求に

関し不正が認められたため。
（介護保険法第７７条第１項第３号）

（４）報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられて虚
偽の報告をしたと認められたため。

（介護保険法第７７条第１項第４号）
（５）不正の手段により指定を受けたと認められたため。

（介護保険法第７７条第１項第６号）

２．居宅介護支援
（１）居宅介護サービス計画費又は居宅支援サービス計画費

の請求に関し不正が認められたため。
（介護保険法第８４条第１項第４号）

（２）報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられて虚
偽の報告をしたと認められたため。

（介護保険法第８４条第１項第５号）
（３）介護保険法に基づく質問に対して虚偽の答弁をしたと

認められたため。
（介護保険法第８４条第１項第６号）

指定取消を前提とした聴聞日 平成１５年１２月１９日指定取消等年月日
廃止年月日 平成１５年１２月１７日

約８，０００万円 （40/100の加算を含む ）返還請求額（介護保険 。
法第２２条による）

※精査中



指定取消等の概要
（北海道）

区分 内容

介護サービスの種類 訪問看護、居宅療養管理指導、居宅介護支援

開設者名 医療法人 鴻仁会深瀬病院
主たる事務所の所在地 北海道函館市
代表者の職氏名 理事長 深瀬 晃一

不祥事の概要 １．訪問看護、居宅療養管理指導
（１）提供の事実のないサービスについて、指定訪問看

護及び指定居宅療養管理指導の提供を行ったとする
虚偽の訪問看護記録、診療記録等を作成の上、居宅
介護サービス費及び居宅支援サービス費を不正に請
求、受領した。

（２）運営指導時に事実と異なる資料を提示した。

２．居宅介護支援
居宅サービス計画を作成しないなど、指定居宅介護

支援の提供の事実がないにもかかわらず、提供を行っ
たこととして、居宅介護サービス計画費及び居宅支援
サービス計画費を不正に請求、受領した。

取消事由 １．訪問看護、居宅療養管理指導
介護保険法適用条項 （１）居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の請（ ）

求に関し不正が認められたため。
（ ）介護保険法第７７条第１項第３号

（２）報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられ
てこれに従わず、又は虚偽の報告をしたと認められ

。 （ ）たため 介護保険法第７７条第１項第４号

２．居宅介護支援
居宅介護サービス計画費又は居宅支援サービス計画

費の請求に関し不正が認められたため 。。
（ ）介護保険法第８４条第１項第４号

指定取消年月日 平成１４年１０月１６日

返還請求額（介護保険 約２１９万円（40/100の加算を含む）
法第２２条による）



指定取消等の概要

（福岡県）

区分 内容

介護サービスの種類 訪問介護事業（２事業所 、通所介護事業（２事業所））
痴呆対応型共同生活介護、居宅介護支援

開設者名 特定非営利活動法人 ふれあいの家青葉園
主たる事務所の所在地 福岡県中間市
代表者の職氏名 代表理事 山本 逸子

１．訪問介護不祥事の概要
（１）常勤ヘルパーではない者を常勤ヘルパーであるかのよ

うに出席簿、組織図を作成し、また、実際には勤務して
いないサービス提供責任者の架空の出席簿を作成してい
た。

（２）不正にかかわる利用者から１割相当額の利用者負担を
徴収していなかった。

（ ） 、 。３ 以下の方法により介護給付費を不正に請求 受領した
ア まったく訪問介護が行われていないにもかかわらず
介護報酬を請求した。
イ 訪問介護の回数を水増しし、限度額一杯の介護報酬
を請求した。また、実際に提供されていたというサー
ビスの内容も不適正であった。
ウ 訪問介護利用者を通所介護事業所で処遇し、訪問介
護費を請求した。

（４）実際に訪問介護を提供していないのに、架空の訪問活
動記録を作成していた。

（５）サービス提供責任者として届け出られた本人が、その
ことを全く知らない。

（６）実際には勤務する予定のない者の名前、資格を用いて
不正に指定を受けた。

２．居宅介護支援
（１）以下のような適正な運営を行っていないにもかかわら

ず、介護給付費を不正に請求、受領した。
ア 介護支援専門員以外の無資格者が、各事業の請求に
要する書類のみを作成し、給付管理まで行っていた。
イ 居宅介護支援事業が行われていないにもかかわらず
介護報酬を請求している。
ウ 実地指導時にケアプラン等の事業にかかわる記録が
全くなかった。

エ 通所介護費、訪問介護費の不正請求を幇助した。

３．通所介護
（１）管理者、生活相談員、看護職員が不在であり、通所介

護の介護職員が勤務時間中に訪問介護員として訪問介護
に出かけている。

（２）不正にかかわる利用者から１割相当額の利用者負担を
徴収していなかった。

（３）通所介護計画が作成されておらず、適正なサービスが
提供されていない。

（４）訪問介護、グループホームの利用者を受け入れていた
ため、実体的に定員超過となっている。

（５）職員の出席簿の改ざんを行い、指導時に虚偽の発言を
繰り返した。

（６）実際には勤務する予定のない者の名前、資格を用いて



不正に指定を受けた。

４．痴呆対応型共同生活介護
（１）管理者、計画作成担当者が不在であり、従業者が勤務

、時間中に訪問介護員として訪問介護に従事しているため
グループホームの員数を充たしていない。

（２）不正にかかわる利用者から１割相当額の利用者負担を
徴収していなかった。

（３）計画作成担当者が不在のため、痴呆介護計画が作成さ
れていない。

（４）訪問介護に出かけるなどしてグループホームに介護職
、 、員がいなくなるため 日中はデイサービスに連れて行き

デイの利用者と一体的に過ごさせていた。
（５）実際には勤務していない者を勤務していたかのように

出席簿、勤務表を改ざんしていた
（６）実際には勤務する予定のない者の名前、資格を用いて

不正に指定を受けた。

１．訪問介護、通所介護、痴呆対応型共同生活介護取消事由
（１）従業者の知識若しくは技能又は人員について、厚生労（ ）介護保険法適用条項

働省令で定める基準又は員数を満たすことができないと
認められたため。

（介護保険法第７７条第１項第１号）
（２）指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準

に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をするこ
とができないと認められたため。

（介護保険法第７７条第１項第２号）
（３）居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の請求に

関し不正が認められたため。
（介護保険法第７７条第１項第３号）

（４）報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられて虚
偽の報告をしたと認められたため。

（介護保険法第７７条第１項第４号）
（５）不正の手段により指定を受けたと認められたため。

（介護保険法第７７条第１項第６号）

２．居宅介護支援
（１）指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って

適正な指定居宅介護支援の事業の運営をすることができ
ないと認められたため。

（介護保険法第８４条第１項第２号）
（２）居宅介護サービス計画費又は居宅支援サービス計画費

の請求に関し不正が認められたため。
（介護保険法第８４条第１項第４号）

指定取消等年月日 指定取消を前提とした聴聞日 平成１６年３月１９日
廃止年月日 平成１６年３月２２日

返還請求額（介護保険 約１億９，５３０万円 （40/100の加算を含む）
法第２２条による）


